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議第４０号 

   各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例について 

 各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るものとする。 

  令和２年６月５日提出  

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 使用料等の延滞金の割合に係る規定を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市使用料等滞納処分等に関する条例（昭和３８年条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

附則第４項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当

該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割

合に」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金に

ついては、なお従前の例による。 
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議第４１号 

   各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、関係規定

を整備するため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 各務原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改め、

同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死亡若し

くは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生

が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改め

る。 

 附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８項中

「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表 補償基礎額表（第５条関係）

階級 

勤務年数 

１０年未満 
１０年以上２０年

未満 
２０年以上 

団長及び副団長 １２，４４０円 １３，３２０円 １４，２００円

分団長及び副分団長 １０，６７０円 １１，５５０円 １２，４４０円

部長、班長及び団員 ８，９００円 ９，７９０円 １０，６７０円

別表備考第１号中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によ

って死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確

定した日」を「事故発生日」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の第５条第２項及び別表の規定は、令和２年４月１日以後に支給すべき事

由の生じた各務原市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償

（以下この項において「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生

じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４

号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この

項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事

由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生

じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
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議第４２号 

各務原市税条例の一部を改正する条例について 

各務原市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和２年６月５日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

地方税法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとす

る。 
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各務原市税条例の一部を改正する条例 

第１条 各務原市税条例（昭和３８年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第１８条中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控

除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第２６条第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４項」

に改める。 

第８０条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するものと

する。

第８０条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定す

る葉巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第４条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均

貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項

において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」

を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延

滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の

平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの

割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」

に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 

附則第４条の３第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第９条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第６

１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第９条の２中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

附則第９条の３第１７項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則第１６条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加え、同条第３項第３号中「とあるのは、「」を「とあるのは「」に改める。 

附則第１６条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則に次の２条を加える。 
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（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２３条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条にお

いて「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指

定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小によ

り生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権

利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当

該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定す

る市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金

を支出したものとみなして、第２３条の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第６条の３の２第１

項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年

度」とする。 

第２条 各務原市税条例の一部を次のように改正する。 

第９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の

８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に、「延長の」

を「延長が」に改め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号

中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１

条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改め

る。 

第９条の２中「及び第４項」を削る。

第１１条第１項第２号中「、市内」を「市内」に改め、同項第４号中「、当市内」

を「市内」に改め、同条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び

第１５条第２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第１５条

第２項の表第１号」を「同号」に、「第３８条第１０項から第１２項まで」を「第

３８条第９項から第１６項まで」に改める。 

第１５条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条

第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「当該均等割額」を「当該均等割」に、

「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結
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法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又

は同項第３号」に改める。 

第３８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第

１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第

３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」

に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４

項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第

２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３

第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の

９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第

３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第

３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第

３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」

を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項

中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第

３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８

第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０

項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２

項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９

項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９

項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項」を「第９項」

に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同項を同条第１２

項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１

２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１

６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第

３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５

項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を

「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３
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第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

第３９条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２

３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、

同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２

項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連

結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の

６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完

全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に

係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条

第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

第３９条の２第４項から第６項までを削る。 

第８０条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を

「１本」に改める。 

附則第４条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

（１）第１条中各務原市税条例第８０条第２項にただし書を加える改正規定及び同条

第４項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年１０月１日 

（２）第１条（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条及び附則第３条の規定 令

和３年１月１日 

（３）第２条中各務原市税条例第８０条第２項ただし書の改正規定及び附則第６条の

規定 令和３年１０月１日 

（４）第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４

月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の各務原市税条例（以下「新条例」という。）附

則第４条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する

延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例
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による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第１２条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第１８条及び第２６

条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和

２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２６条第１項の

規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震

保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第５号）第１条の規定による改正前の法（以下この項において「旧法」という。）

第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該

当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第

１１条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の各務原市税条例の規定中法人

の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４

号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定

に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条におい

て「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項

において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５

条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号

施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行

日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した

連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。

以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に

開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ
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た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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議第４３号 

   各務原市手数料条例の一部を改正する条例について 

 各務原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴い、通知カード再交付手数料を廃止するため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市手数料条例の一部を改正する条例 

 各務原市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表６の項第９号を削り、同項第１０号中「番号法」を「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」に改

め、同号を同項第９号とし、同項中第１１号を第１０号とし、第１２号から第２３号

までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４４号 

各務原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例について 

 各務原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 国民健康保険料等の延滞金の割合に係る規定を改めるため、この条例を定めようと

する。 
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各務原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

 次に掲げる条例の規定の見出し中「割合等」を「割合」に改め、当該規定中「特例

基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定

により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この

条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

（１）各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条例第９号）附則第３条 

（２）各務原市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）附則第９条 

（３）各務原市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第６号）附則第２条 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の本則各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応

する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。 
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議第４５号 

各務原市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

各務原市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 準保護世帯に対する福祉医療費助成の規定を整備するため、この条例を定めようと

する。 
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各務原市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市福祉医療費助成に関する条例（昭和５０年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「並びに父子家庭の父及び児童」を「、父子家庭の父及び児童並びに準保

護世帯構成員」に改める。 

第２条第１項中「及び「父子家庭の父及び児童」」を「、「父子家庭の父及び児童」

及び「準保護世帯構成員」」に改め、同項第２号エ中「戦傷病者手帳」の次に「（以

下「戦傷病者手帳」という。）」を加え、同号オ中「精神障害者保健福祉手帳」の次

に「（以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）」を加え、同項に次の１号を加え

る。 

（５）準保護世帯構成員 前各号に該当する者以外の者で、その属する世帯の収入（福

祉医療費助成の対象となる月の収入をいう。）の額が生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）第８条第１項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により

測定したその世帯の需要の額の１．３倍までであるもののうち、次のいずれかに

該当するものをいう。ただし、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定によ

る一部負担金の減額、支払の免除又は徴収の猶予の措置を採られている者を除く。 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者のうち療育手帳の交付を

受けている者、戦傷病者手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者を有する世帯に属する者 

イ 長期入院患者、長期外来患者等規則で定める期間以上の期間にわたって医療

費の支出の負担を必要とする者を有する世帯に属する者 

ウ その他市長が特に認める世帯に属する者 

第２条第３項中「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以

下「高齢者医療確保法」という。）」を「高齢者医療確保法」に、「取扱う」を「取

り扱う」に改める。 

第２条の２中「（昭和２５年法律第１４４号）」を削る。 

第３条の２中「組合員並びに」を「組合員、」に、「被保険者と」を「被保険者並

びに準保護世帯構成員と」に改める。 

第４条第１項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改め、同条に次の２項を加

える。 
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３ 前２項の規定にかかわらず、準保護世帯構成員に係る助成対象とする医療費は、

準保護世帯構成員が同一の月に同一の保険医療機関等において要した医療費とする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は、準保護世帯構成員が保険給付等

の対象となる療養の給付等（入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、

保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。）又は他の法令の規定

による医療に関する給付を受けた場合は、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法

の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から第１項第

１号及び第２号に掲げる額の合算額を控除した額のうち、社会保険各法又は高齢者

医療確保法に規定する高額療養費を除いた最高負担額に対して５，０００円を自己

負担金として残りの額を支給する。 

第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

（準保護世帯構成員の適用除外） 

第１４条 第５条から第７条まで、第８条第２項及び第３項並びに第１０条の規定は、

準保護世帯構成員には、適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年８月１日から施行する。 

（各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例の廃止） 

２ 各務原市準保護世帯福祉医療費助成に関する条例（昭和５３年条例第１０号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に前項の規定による廃止前の各務原市準保護世帯福祉医療費助

成に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為（準保護世帯登録台帳に

係るものを除く。）は、改正後の各務原市福祉医療費助成に関する条例の相当規定に

よりした処分、手続その他の行為とみなす。 
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議第４６号 

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する基準を改めるため、この条例を定

めようとする。 
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各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第４２条第４項を次のように改める。

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しな

いことができる。

（１）市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特定

地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定

子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

（２）特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４７号 

各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について

各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものとする。 

令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する基準を改めるため、この条例を定め

ようとする。 
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各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項を次のように改める。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

（１）市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他

の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を

講じているとき。 

（２）家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

 第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の２０第１

項第３号」に改める。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神

上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を

加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４８号 

各務原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

各務原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

放課後児童支援員の資格要件を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

各務原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中

核市」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４９号 

   各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症の影響により学校休業日の日数が減少した場合の利用料

の特例を定めるため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 各務原市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２８年条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置の影響により学校休業日の

日数が減少した場合の利用料の額の特例） 

４ 令和２年７月１日から規則で定める日までの期間において、新型インフルエンザ

等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新

型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置の影響により学校休業日の日数

が減少した場合の当該期間における第９条第３項及び第４項に規定する利用料の額

については、これらの規定にかかわらず、児童１人につき、同条第３項に規定する

利用料にあっては月額８，０００円を、同条第４項に規定する利用料にあっては月

額３，０００円を超えない範囲内において市長が定める額とする。 

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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議第５０号 

各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。 

  令和２年６月５日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 受益者負担金の延滞金の割合に係る規定を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成元年条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

附則第５項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当

該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割

合に」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応す

る延滞金については、なお従前の例による。 
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議第５１号 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年６月５日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

１ 契約の目的   福祉の里外壁改修工事 

２ 契約の方法   一般競争入札 

３ 契約の金額   ２６７，３００，０００円

４ 契約の相手方  各務原市神置町３丁目５番地 

協和・オンダ特定建設工事共同企業体  

代表者 各務原市神置町３丁目５番地 

     協和建設株式会社 

                  代表取締役 武 川 憲 二 

            構成員 各務原市蘇原吉野町３丁目１番地 

                 株式会社オンダ 

                  代表取締役 恩 田 弘 文 
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議第５２号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道

路線を認定するものとする。

  令和２年６月５日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

開発行為により設置された道路を市道として認定しようとする。

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道

鵜１４０７号線

各務原市鵜沼東町２丁目２６番１２    地先から

各務原市鵜沼東町２丁目２６番１０    地先まで

市道

鵜１４０８号線

各務原市鵜沼東町２丁目２６番１５    地先から

各務原市鵜沼東町２丁目２６番１０    地先まで

市道

蘇北７９５号線

各務原市蘇原青雲町５丁目４９番１１   地先から

各務原市蘇原青雲町５丁目４９番１１   地先まで

市道

蘇北７９６号線

各務原市蘇原青雲町５丁目４９番２    地先から

各務原市蘇原青雲町５丁目４９番７    地先まで
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議第５３号

   各務原市教育委員会委員の任命について

 各務原市教育委員会委員に次の者を任命したいので、議会の同意を求める。

  令和２年６月５日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

住  所  各務原市鵜沼朝日町※※※※※※※※

氏  名  和 智 陽 子

生年月日  昭和５１年※※月※※日

提案理由

 各務原市教育委員会委員鈴木みずほ氏の任期が６月３０日に満了するため、その後

任に和智陽子氏を任命しようとする。
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